
※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。

榊原財産区議会議員選挙における各候補者の選挙運動に関する収支報告書

波瀬財産区議会議員選挙における各候補者の選挙運動に関する収支報告書

津市選挙管理委員会告示

選挙人名簿からの抹消者

津市議会議員補欠選挙における各候補者の選挙運動に関する収支報告書

津市水道局指定給水装置工事事業者の指定

条件付一般競争入札執行

建設工事等の事後審査型条件付一般競争入札の執行

津市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

津市水道局告示

目　　　次

　　　　　津　市　公　報
平成２３年７月２０日

第 　　１３４　　号

条件付一般競争入札執行

津市市税条例の一部を改正する条例

津市条例

三重短期大学法経科専任教員の募集

津市告示

津市公告

放置自転車等の撤去及び保管

公示送達

公示送達

住民票の職権削除及び公示送達

平成２３年６月分津市農用地利用集積計画の決定

開発行為に関する工事の完了

犬の抑留

条件付一般競争入札執行

津市水道局指定給水装置工事事業者の指定

建設工事等の条件付一般競争入札の執行

国民健康保険被保険者証の無効

犬の抑留

津市水道局公告

犬の抑留

建設工事等の事後審査型条件付一般競争入札の執行



- 1 - 

 津市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２３年７月８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第１６号 

   津市市税条例の一部を改正する条例 

津市市税条例（平成１８年津市条例第７１号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２１条の次に次の２条を加える。 

 （東日本大震災に係る雑損控除額等の特例） 

第２１条の２ 所得割の納税義務者の選択により、法附則第４２条第３項に規

定する特例損失金額（以下この条において「特例損失金額」という。）につ

いては、平成２２年において生じた法第３１４条の２第１項第１号に規定す

る損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合に

おいて、第３４条の２の規定により控除された金額に係る当該特例損失金額

は、その者の平成２４年度以後の年度分の市民税に係るこの条例の規定の適

用については、平成２３年において生じなかったものとみなす。 

２ 前項の規定の適用を受けた所得割の納税義務者の同項の規定により適用さ

れる第３４条の２の規定により控除された金額に係る特例損失金額が平成２

４年以後の各年において生じたものである場合における前項の規定の適用に

ついては、同項中「平成２３年」とあるのは、「当該特例損失金額が生じた

年」とする。 

３ 第１項前段の場合において、第３４条の２の規定により控除された金額に

係る特例損失金額のうちに、同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする

令第４８条の６第１項に規定する親族の有する法附則第４２条第３項に規定

する資産について受けた損失の金額（以下この条において「親族資産損失額 

 という。）があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成２４年度

以後の年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、平成２３年

において生じなかったものとみなす。 

４ 第１項の規定の適用を受けた所得割の納税義務者の同項の規定により適用

」
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される第３４条の２の規定により控除された金額に係る親族資産損失額が平

成２４年以後の各年において生じたものである場合における前項の規定の適

用については、同項中「平成２３年」とあるのは、「当該親族資産損失額が

生じた年」とする。 

５ 第１項の規定は、平成２３年度分の第３６条の２第１項又は第４項の規定

による申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時

までに提出されたもの及びその時までに提出された第３６条の３第１項の確

定申告書を含む。）に第１項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある

場合（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があ

ると市長が認める場合を含む。）に限り、適用する。 

 （東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例） 

第２１条の３ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災の被

災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２９

号）第１３条第１項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の３及び

附則第７条の３の２の規定の適用については、附則第７条の３第１項中「租

税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２」とあるのは「東日本大震災の

被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第２

９号）第１３条第１項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第

４１条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第４１条の２の２」

と、「法附則第５条の４第６項」とあるのは「法附則第４５条第２項の規定

により読み替えて適用される法附則第５条の４第６項」と、附則第７条の３

の２第１項中「租税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２」とあるのは

「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１

３条第１項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第４１条又は

同項の規定により適用される租税特別措置法第４１条の２の２」と、「法附

則第５条の４の２第５項」とあるのは「法附則第４５条第２項の規定により

読み替えて適用される法附則第５条の４の２第５項」と、同条第２項第２号

中「租税特別措置法第４１条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災者

等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定により

適用される租税特別措置法第４１条の２の２」とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第２１条の次に２条を加

える改正規定（附則第２１条の３に係る部分に限る。）は、平成２４年１月１
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日から施行する。 
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 津市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  平成２３年７月８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第１７号 

津市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

津市運動施設の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２５０号） 

の一部を次のように改正する。 

第１条中「昭和２２年法律第６７号」の次に「。以下「法」という。」を加

える。 

第６条中「別表第５５まで」を「別表第４６まで」に改める。 

第１５条を第２５条とし、第１４条の次に次の１０条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第１５条 次に掲げる運動施設（以下「安濃体育館等」という。）の管理は、 

法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）

にこれを行わせるものとする。この場合において、安濃体育館等の使用に係 

る料金（以下「利用料金」という。）は、指定管理者の収入として収受させ 

るものとする。 

 津市安濃中央総合公園内体育館 

 津市安濃テニスコート 

 津市安濃中央総合公園内テニスコート 

 津市安濃中央総合公園内野球場 

 津市安濃中央総合公園内多目的グラウンド 

 津市安濃グラウンド 

 津市安濃中央総合公園内フットサルコート 

 津市安濃中央総合公園内ゲートボール場 

（指定管理者が行う業務） 

第１６条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 
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 安濃体育館等の使用の許可に関する業務 

 安濃体育館等の施設、設備器具等の維持管理に関する業務 

 その他市長が必要と認める業務 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第１７条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長 

の定めるところに従い安濃体育館等の管理を行わなければならない。 

（指定管理者の指定の申請） 

第１８条 指定管理者の指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に

申請しなければならない。 

 安濃体育館等の管理に係る事業計画書 

 安濃体育館等の管理に係る収支計画書 

 申請者の経営状況を説明する書類 

 その他市長が必要と認める書類 

 （指定管理者の指定） 

第１９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に 

よって当該申請の内容を総合的に審査した上、指定管理者の候補者を選定し、

議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。 

 安濃体育館等の運営に関し、住民の平等利用を確保することができる者

であること。 

 安濃体育館等の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経

費の縮減を図ることができる者であること。 

 安濃体育館等の管理を適確に遂行するに足りる物的能力及び人的能力を

有している者であること。 

 （事業報告書の作成及び提出） 

第２０条 指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、次に掲げる事項を記載

した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。 

 安濃体育館等の管理業務の実施状況及び利用状況 

 利用料金の収入の実績 

 安濃体育館等の管理に係る経費の収支状況 

 その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、年度の中途において第２２条第

１項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算
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して３０日以内に前項の事業報告書を提出しなければならない。 

 （業務報告の聴取等） 

第２１条 市長は、安濃体育館等の管理の適正を期するため、指定管理者に対

し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に若しくは必要に応じて臨

時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。 

 （指定の取消し等） 

第２２条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理

者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが

適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の

業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

２ 前項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部

若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、本

市は、その責めを負わない。 

（指定管理者の原状回復の義務） 

第２３条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は前条第１項の

規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若し

くは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、設備器具

等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たと

きは、この限りでない。 

（指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用） 

第２４条 第１５条の規定により指定管理者に安濃体育館等の管理を行わせる 

場合における第４条から第８条まで、第１０条第１項、第１１条及び第１４

条の規定の適用については、第４条及び第５条中「市長」とあるのは「指定

管理者」と、第６条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条

中「別表第２から別表第４６まで」とあるのは「別表第４７から別表第５５

まで」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指

定管理者」と、第７条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同

条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料 

金」と、第８条（見出しを含む。）中「使用料」とあるのは「利用料金」と、

第１０条第１項、第１１条及び第１４条中「市長」とあるのは「指定管理者」

とする。 

別表第１０及び別表第１１を削り、別表第１２を別表第１０とし、別表第１ 

３から別表第２５までを２表ずつ繰り上げ、別表第２６及び別表第２７を削り、 
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別表第２８を別表第２４とし、別表第２９から別表第３７までを４表ずつ繰り 

上げ、別表第３８から別表第４０までを削り、別表第４１を別表第３４とし、 

別表第４２から別表第４５までを７表ずつ繰り上げ、別表第４６を削り、別表 

第４７を別表第３９とし、別表第４８から別表第５２までを８表ずつ繰り上げ、 

別表第５３を削り、別表第５４を別表第４５とし、別表第５５を別表第４６と 

し、同表の次に次の９表を加える。 
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別表第４７（第２４条関係） 

津市安濃中央総合公園内体育館施設の利用料金 

単位 円 

時間区分午前９時から午後

５時まで 

午後５時から午後

９時30分まで 使用区分 

メイン

アリー

ナ 

専用使

用 

入場料等

を徴収し

ない場合 

営利又

は宣伝

を目的

とする

場合 

アマチュ

アスポー

ツのため

に使用す

る場合 

１時間

当たり 
6,000

１時間

当たり 
9,000

   その他の

場合 

１時間

当たり 
18,000

１時間

当たり 
27,000

  営利又

は宣伝

を目的

としな

い場合 

アマチュ

アスポー

ツのため

に使用す

る場合 

１時間

当たり 
2,000

１時間

当たり 
3,000

  その他の

場合 

１時間

当たり 
6,000

１時間

当たり 
9,000

 入場料等

を徴収す

る場合 

アマチュアスポー

ツのために使用す

る場合 

１時間

当たり 10,000

１時間

当たり 15,000

その他の場合 
１時間

当たり 
30,000

１時間

当たり 
45,000

一般公

開日に

おける

個人使

用 

小学生・中学生 １回につき 100

高校生以上・一般 １回につき 300
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サブア

リーナ 

専用使

用 

入場料等

を徴収し

ない場合 

営利又

は宣伝

を目的

とする

場合 

アマチュ

アスポー

ツのため

に使用す

る場合 

１時間

当たり 
3,000

１時間

当たり 
4,500

   その他の

場合 

１時間

当たり 
9,000

１時間

当たり 
13,500

  営利又

は宣伝

を目的

としな

い場合 

アマチュ

アスポー

ツのため

に使用す

る場合 

１時間

当たり 
1,000

１時間

当たり 
1,500

  その他の

場合 

１時間

当たり 
3,000

１時間

当たり 
4,500

 入場料等

を徴収す

る場合 

アマチュアスポー

ツのために使用す

る場合 

１時間

当たり 
5,000

１時間

当たり 
7,500

その他の場合 
１時間

当たり 
15,000

１時間

当たり 
22,500

一般公

開日に

おける

個人使

用 

小学生・中学生 １回につき 100

高校生以上・一般 １回につき 300

トレー

ニング

ルーム 

一般公

開日に

おける

個人使

用 

中学生 
１回につき 100

回数券（６回） 500

高校生以上・一般 

１回につき 300

回数券（６回） 1,500
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一般公

開日に

おける

会員使

用 

中学生（一般会員） １箇月 1,000

高校生以上・一般（一般会員）１箇月 3,000

会議室 

（１室につき） 

営利又は宣伝を目

的とする場合 

アマチュ

アスポー

ツのため

に使用す

る場合 

１時間

当たり 
1,500

１時間

当たり 
1,500

その他の

場合 

１時間

当たり 
4,500

１時間

当たり 
4,500

営利又は宣伝を目

的としない場合 

アマチュ

アスポー

ツのため

に使用す

る場合 

１時間

当たり 
500
１時間

当たり 
500

 その他の

場合 

１時間

当たり 
1,500

１時間

当たり 
1,500

役員室及び控室 営利又は宣伝を目

的とする場合 

アマチュ

アスポー

ツのため

に使用す

る場合 

１時間

当たり 
900
１時間

当たり 
900

 その他の

場合 

１時間

当たり 
2,700

１時間

当たり 
2,700

営利又は宣伝を目

的としない場合 

アマチュ

アスポー

ツのため

１時間

当たり 
300
１時間

当たり 
300
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に使用す

る場合 

 その他の

場合 

１時間

当たり 
900
１時間

当たり 
900

〔備考〕 

１ メインアリーナの専用使用の面積がメインアリーナの床面積の２分の１以下で

ある場合の利用料金は、その使用区分に係る利用料金の２分の１の額とする。 

２ 専用使用の使用時間に１時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が１時間

未満であるときは、これらを１時間とする。 

３ 使用許可を受けた時間を超えて施設を専用使用した場合の利用料金は、当該時間

に係る利用料金に、その超えて使用した１時間（１時間未満は、１時間とする。）

ごとに、その超えて使用した時間の属する時間区分の利用料金を加算する。 

４ 入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待券、優待券、

整理券、会員券、資金募集等名目のいかんを問わず、入場について直接又は間接に

金銭の支出を必要とする場合をいう。 

５ 使用の準備又は原状回復のために使用する場合の利用料金も、この表に定める利

用料金とする。 

６ 冷暖房時の利用料金（専用使用に係る利用料金に限る。）については、それぞれ

当該施設の利用料金の３割増しの額とする。 

７ 市外の者が使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の２倍の額とす

る。 
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別表第４８（第２４条関係） 

津市安濃中央総合公園内体育館設備器具の利用料金 

単位 円  

名称 区分 

利用料金 

入場料等を徴

収しない場合

で営利又は宣

伝を目的とし

ないとき。 

入場料等を徴

収しない場合

で営利又は宣

伝を目的とす

るとき。 

入場料等を徴

収する場合 

放送設備 

（メインアリーナ、サ

ブアリーナ） 

１式 1,500 4,500 7,500

シャワー室 １回につき 100 300 500

電源コンセント １口 100 300 500

フロアーシート １枚 100 300 500

バスケットゴール １対 500 1,500 2,500

音響設備（会議室） １式 500 1,500 2,500

いす・机 １脚 30 90 150

〔備考〕 

１ 入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待券、優待券、

整理券、会員券、資金募集等名目のいかんを問わず、入場について直接又は間接に

金銭の支出を必要とする場合をいう。 

２ 市外の者が体育館を使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の２倍

の額とする。 
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別表第４９（第２４条関係） 

津市安濃テニスコート施設の利用料金 

単位 円 

使用区分 利用料金 

テニスコート １面につき１時間（１時間未満は、１時

間とする。）当たり 

300

〔備考〕 

市外の者が使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の２倍の額とす

る。 

別表第５０（第２４条関係） 

津市安濃中央総合公園内テニスコート施設の利用料金 

単位 円 

使用区分 利用料金 

テニスコート  １面につき１時間（１時間未満は、１時

間とする。）当たり 

400

夜間照明 １面につき１時間（１時間未満は、１時

間とする。）当たり 

400

〔備考〕 

市外の者が使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の２倍の額とす

る。 
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別表第５１（第２４条関係） 

津市安濃中央総合公園内野球場の施設及び設備器具の利用料金 

     単位 円

使用区分 利用料金 

施設 野球場 入場料等を徴収しない場合 １時間（１時間未満は、

１時間とする。）当たり

2,000

入場料等を

徴収する場

合 

アマチュアスポ

ーツのために使

用する場合 

１時間（１時間未満は、

１時間とする。）当たり

4,000

その他の場合 １時間（１時間未満は、

１時間とする。）当たり

12,000

夜間照明 半灯 30分（30分未満は、30分

とする。）当たり 

2,000

全灯 30分（30分未満は、30分

とする。）当たり 

3,000

設備

器具 

放送設備 一式 1,000

冷暖房 １時間（１時間未満は、

１時間とする。）当たり

500

シャワー １人１回につき 100

〔備考〕 

１ 入場料等を徴収する場合とは、入場料、観覧料、寄附、入場券、招待券、優待券、

整理券、会員券、資金募集等名目のいかんを問わず、入場について直接又は間接に

金銭の支出を必要とする場合をいう。 

２ 市外の者が使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の２倍の額とす

る。 

３ 平日の午前９時から午後５時までの間に入場料等を徴収しないで野球場を使用

する場合の利用料金は、１時間（１時間未満は、１時間とする。）当たり1,000円

（市外の者が使用する場合にあっては、2,000円）とする。 
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別表第５２（第２４条関係） 

津市安濃中央総合公園内多目的グラウンド施設の利用料金 

単位 円

使用区分 利用料金 

多目的グラウンド １時間（１時間未満は、

１時間とする。）当たり

1,000

〔備考〕 

市外の者が使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の２倍の額とす

る。 

別表第５３（第２４条関係） 

津市安濃グラウンド施設の利用料金 

単位 円  

使用区分 利用料金 超過利用料金 

野球場 午前９時から午前11時まで 2,000１時間（１時間未

満は、１時間とす

る。）増すごとに

1,000

午前11時から午後１時まで 2,000

午後１時から午後３時まで 2,000

午後３時から午後５時まで 2,000

午後５時30分から午後７時30分

まで 
4,000 2,000

午後７時30分から午後９時30分

まで 
6,000 3,000

〔備考〕 

１ 午後５時30分から午後９時30分までの使用ができる期間は、４月１日から10月31

日までの期間とする。 

２ 市外の者が使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の２倍の額とす

る。 
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別表第５４（第２４条関係） 

津市安濃中央総合公園内フットサルコート施設の利用料金 

単位 円  

使用区分 利用料金 超過利用料金 

フットサルコー

ト 
１時間（１時間未満は、１時間

とする。）当たり 
1,500

30分（30分未満は、

30分とする。）増す

ごとに 750 

夜間照明 

１時間（１時間

未満は、１時間

とする。）当た

り 

300

30分（30分未満は、

30分とする。）増す

ごとに 150 

〔備考〕 

市外の者が使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の２倍の額とす

る。 

別表第５５（第２４条関係） 

津市安濃中央総合公園内ゲートボール場施設の利用料金 

単位 円  

使用区分 利用料金 

ゲートボール場 １面につき１時間当たり 500

〔備考〕 

１ 使用時間に１時間未満の端数があるとき、又は使用時間が１時間未満であるとき

は、これらを１時間とする。 

２ 市外の者が使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の２倍の額とす

る。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に改正前の津市運動施設の設置及び管理に関する条例の

規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の津市運動

施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の

行為とみなす。 

３ 市長は、この条例の施行日前においても、安濃体育館等に係る指定管理者

の指定に必要な準備行為を行うことができる。 



津市告示第１８１号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項及び第１３条第２項

の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２

項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２３年７月５日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

高茶屋地内 ２ 平成２３年 ６月１０日 

半田地内 １ 平成２３年 ６月１３日 

相生町公園 １ 平成２３年 ６月１５日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ６月１６日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ６月１６日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ６月１６日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ６月１７日 

安濃町太田地内 １ 平成２３年 ６月１７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成２３年 ６月２０日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １３ 平成２３年 ６月２０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ６月２１日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ６月２１日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ６月２１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ６月２３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２３年 ６月２３日 

下弁財町津興地内 １ 平成２３年 ６月２３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成２３年 ６月２４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ６月２４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ９ 平成２３年 ６月２７日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ６月２７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ６月２８日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ５ 平成２３年 ６月２８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ６月２９日 



江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ６月２９日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ６月２９日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ７ 平成２３年 ６月３０日 

桜橋地内 １ 平成２３年 ６月３０日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１８２号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２３年７月５日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

１２５４１９８ 平成２２年１０月１日 平成２３年６月２２日



津市告示第１８３号 

 下記の者の配当計算書及び充当通知書は、住所居所不明のため、送達するこ

とができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２３年７月５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○ 

○○ ○○ 配当計算書（謄本）及び

充当通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第１８４号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができる。 

また、この異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して３

０日以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができる。 

なお、次のいずれかに該当するときは、当該異議申立てについての決定を経

ないで、審査請求をすることができる。 

(1) 異議申立てをした日の翌日から起算して３箇月を経過しても決定がない

とき。 

(2) その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある

とき。 

平成２３年７月１４日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２３年７月１４日 



津市告示第１８５号 

 下記の者の平成２３年度固定資産税・都市計画税納税通知書は、住所居所不

明のため、送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部資産税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２３年７月１５日 

                     津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

松阪市末広町一丁目 221 番地の 1 株式会社 宮本重機 

志摩市志摩町和具 784 番地の 1 丸貞工業 株式会社 

大阪府大阪市中央区内久宝寺町四丁目 3 番 8 号 三陽 株式会社 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○ 
○○ ○○ 



大阪府大阪市北区樋上町 53 番地 高橋ビル南 3

号館 
大三開発 株式会社 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○

○○○○○○○ 
○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○ 
○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

津市一志町波瀬 2133 番地 キプロ工業 株式会社 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○ ○○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



津市公告第９３号

 三重短期大学の教員を次のとおり募集する。

  平成２３年７月１日

                    津市長 前 葉 泰 幸

１ 専門分野

  会計学

２ 担当科目

  次の①及び②の２科目

①会計学

②簿記原理、工業簿記・原価計算、管理会計論、税務会計論及び経営

財務論のうちから１科目

３ 採用職

  教授、准教授又は講師

４ 採用人員

  １人

５ 応募資格

  大学院修士課程（博士課程前期）修了（平成２４年３月末修了見込み

も含む。）又はそれと同等以上の研究上の業績を有すること。

６ 採用時期

  平成２４年４月１日（予定）

７ 給与

  津市職員の給与に関する条例等の定めるところにより支給する。

８ 公募締切

平成２３年９月３０日（金）（午後５時までに必着のこと。）

９ 面接日

  平成２３年１１月２６日（土）（面接予定者には、同月１４日（月）

又は同月１５日（火）に電話又はメールで連絡する。なお、交通費は支

給しない。）

１０ 提出書類

(1) 応募書類一覧表

(2) 履歴書（写真を貼り付け、連絡先を明記すること。）



(3) 最終学歴又は取得学位を証明する書類

(4) 教育研究業績書（業績のうち主要なもの３点に○印を付すること。

第１号様式）

(5) 主要業績３点の現物又はその写し（３点のみ同封すること。）

(6) 研究業績のうち主要３点に係る概要（１点につき８００字程度）

(7) 研究指導者等の推薦状（任意）

(8) 健康診断書（面接者のみ面接時に持参すること。）

１１ 選考方法

   本学教授会において、審議の上決定する。

１２ その他

   採用された日以後は津市又はその周辺等に居住できること。

１３ 書類提出先

   〒５１４－０１１２

    三重県津市一身田中野１５７番地

     三重短期大学学長宛

   （封筒の表に、「会計学教員応募書類在中」と朱書きすること。） 

１４ 問い合わせ先

   三重短期大学事務局

電話０５９－２３２－２３４１（代）

ＦＡＸ０５９－２３２－９６４７

E-mail 232-2341@city.tsu.lg.jp 



津市公告第９４号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２３年７月１日

 津市長 前 葉 泰 幸

１ 抑留日  平成２３年６月２８日

２ 抑留期間 平成２３年７月５日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

安濃町安部

雑種 茶白 オス 中 ９１日

以上

首輪あり

3 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２





















































































津市公告第９９号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２３年７月５日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２３年６月２７日

２ 抑留期間 平成２３年７月６日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

河辺町

雑種 茶白 オス 中 ９１日

以上

首輪あり

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１００号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２３年７月５日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２３年６月３０日

２ 抑留期間 平成２３年７月７日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

上弁財町津興

ポメラニ

アン

茶 オス 小 ９１日

以上

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１０１号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２３年７月８日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第１０２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２３年７月１１日 

                         津市長 前 葉 泰 幸 

１ 工事完了年月日 

  平成２３年７月７日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市美川町２９番１ほか５筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市久保町１８５５番地の２５５ 

  協和不動産株式会社 

  代表取締役 和田 幾夫 



津市公告第１０３号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２３年７月１１日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２３年７月７日

２ 抑留期間 平成２３年７月１４日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

藤方

雑種 茶色 メス 中 ９１日

以上

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市水道局公告第７号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２３年７月１１日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注工事とは、水道局又は調達契約課発注工事で担当課執行分を除く。

・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル

 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開札日時
及び場所

平成２３年８月４日 午前９時００分　

津市水道局２階　入札室

予定価格 5,049,000

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年８月１日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年７月２０日

回 答 日 平成２３年７月２７日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで

販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL059（293）6100

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者

元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで

閲覧場所 水道総務課

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格付要件 あり

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】安芸 【地区】河芸・芸濃・美里 【格付】Ｂ

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】安芸

工 期 契約締結の日から 平成２３年９月３０日 まで

発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝70.6ｍ

仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝2箇所

仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝1箇所

消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝1箇所　

不断水仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝1箇所

【地区】安濃 【格付】Ｂ・Ａ１・Ａ２

工 事 名
平成２３年度　工務第１８号

公共下水道事業に伴う安濃町安濃地内配水管移設工事

工事場所 津市 安濃町安濃 地内 

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年７月１１日 工 事 担 当 課 工務課



午後５時まで
ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年７月１１日 工 事 担 当 課 工務課

仕切弁設置工　φ150mm　Ｎ＝2箇所

工 事 名
平成２３年度　工務第１４号
稲葉町及び美里町五百野地内配水管布設工事

工事場所 津市 稲葉町及び美里町五百野 地内 

配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝178.6ｍ 仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝9箇所
配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝182.2ｍ 仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝5箇所
配水管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝66.6ｍ 消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝2箇所

舗装本復旧工　Ａ＝2700ｍ2
工 期 契約締結の日から 平成２４年１月２０日 まで
発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ150mm　Ｌ＝60.6ｍ 仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝2箇所

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般
所在地要件 市内本店
格付要件 あり

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居・一志 【地区】久居・一志・白山・美杉 【格付】Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】安芸 【地区】河芸・芸濃・美里・安濃 【格付】Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲 【地区】津・香良洲 【格付】Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 ２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者
元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで
閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで
販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL059（293）6100

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年７月２０日
回 答 日 平成２３年７月２７日
提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等
入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）
提出期限 平成２３年８月１日 必着
郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年８月４日 午前９時１５分　
津市水道局２階　入札室

予定価格 33,229,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。
・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。
・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル
 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有
入札保証金 免　除
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　

前 金 払 有
部 分 払 無

その他



午後５時まで
ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年７月１１日 工 事 担 当 課 工務課

仕切弁設置工　φ150mm　Ｎ＝1箇所

工 事 名
平成２３年度　工務第２９号
栗真町屋町地内配水管布設工事

工事場所 津市 栗真町屋町 地内 

配水管布設工　ＤＩＰφ150mm　Ｌ＝12.9ｍ 仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝10箇所
配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝5.4ｍ 消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝5箇所　
仕切弁設置工　φ200mm　Ｎ＝5箇所 不断水仕切弁設置工　φ200mm　Ｎ＝1箇所

不断水仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝1箇所
工 期 契約締結の日から 平成２４年１月１７日 まで
発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ200mm　Ｌ＝765.1ｍ 仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝1箇所

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定
所在地要件 市内本店
格付要件 Ａ１

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 同業種の監理技術者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（監理技術者と兼務可）

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者
元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで
閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで
販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL059（293）6100

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年７月２０日
回 答 日 平成２３年７月２７日
提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等
入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）
提出期限 平成２３年８月１日 必着
郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年８月４日 午前９時３０分　
津市水道局２階　入札室

予定価格 60,249,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。
・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。
・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル
 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有
入札保証金 免　除
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　

前 金 払 有
部 分 払 無

その他



午後５時まで
ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年７月１１日 工 事 担 当 課 工務課

仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝2箇所

工 事 名
平成２３年度　工務第１２号
一志町八太及び一志町田尻地内配水管布設工事

工事場所 津市 一志町八太及び一志町田尻 地内 

配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝55.4ｍ 不断水仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝1箇所
配水管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝379.7ｍ 舗装本復旧工　Ａ＝1980ｍ2
仕切弁設置工　φ150mm　Ｎ＝1箇所

工 期 契約締結の日から 平成２３年１２月１６日 まで
発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ150mm　Ｌ＝5.1ｍ 仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝9箇所

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般
所在地要件 市内本店
格付要件 あり

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居・一志 【地区】一志 【格付】Ｂ・Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】久居・一志 【地区】久居・白山 【格付】Ｂ
【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者
元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで
閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで
販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL059（293）6100

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年７月２０日
回 答 日 平成２３年７月２７日
提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等
入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）
提出期限 平成２３年８月１日 必着
郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年８月４日 午前９時４５分　
津市水道局２階　入札室

予定価格 19,454,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。
・技術者要件欄に記載した津市発注工事とは、水道局又は調達契約課発注工事で担当課執行分を除く。
・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル
 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有
入札保証金 免　除
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　

前 金 払 有
部 分 払 無

その他



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 平成２３年７月１１日 工 事 担 当 課 工務課

仮設工　1式

工 事 名
平成２３年度　簡水第１号

八幡簡易水道取水施設築造工事

工事場所 津市 美杉町川上 地内 

前庭保護工　1式 導水管布設工　ＶＰφ100mm　Ｌ＝12.8ｍ

護岸工　1式 導水管布設工　ＳＵＳ100～80Ａ　Ｌ＝7.7ｍ

沈砂池工　1式 仕切弁設置工　φ100～75mm　Ｎ＝4箇所

工 期 契約締結の日から 平成２４年２月１６日 まで

発注業種 土木一式

工事概要

取水堰工　1式 導水管布設工　ＤＩＰφ100～75mm　Ｌ＝61.9ｍ

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格付要件 あり

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居 【地区】美杉 【格付】Ｃ・Ｂ・Ａ１・Ａ２

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居 【地区】久居・一志・白山 【格付】Ｃ

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

その他要件

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで

閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで

販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL 059（293）6100

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年７月２０日

回 答 日 平成２３年７月２７日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年８月１日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業（株）津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年８月４日 午前１０時００分　　

津市水道局　２階　入札室

予定価格 16,352,000
最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注工事とは、水道局又は調達契約課発注工事で担当課執行分を除く。



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 平成２３年７月１１日 工 事 担 当 課 浄水課

機器の試運転・調整　1式

工 事 名
平成２３年度　浄水第１５号

高茶屋浄水場紫外線及び除鉄処理施設築造工事（電気設備）

工事場所 津市 高茶屋小森町 地内 

　紫外線処理設備監視操作盤（1面）、電源盤（1面）ほか7面

　浄水流量計ほか計装設備　1式　

附帯する電線路布設工　1式

工 期 契約締結の日から 平成２４年３月５日 まで

発注業種 電気

工事概要

機器の製作・据付

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定

所在地要件 東海三県（愛知県、岐阜県、三重県）内本店又は支店等

格付要件 なし

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

過去１０年間において官公庁等が発注した工事（修繕を含む）で、元請として電気計装設
備（監視盤、動力制御盤及び計装盤）の製作又は据付の実績を有する者であること

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の監理技術者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（監理技術者と兼務可）

その他要件

年平均完成工事高を有すること（審査基準日　平成２１年１０月１日～平成２２年９月３０日）

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで

閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで

販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL 059（293）6100

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年７月２０日

回 答 日 平成２３年７月２７日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年８月１日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業（株）津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年８月４日 午前１０時１５分　　

津市水道局　２階　入札室

予定価格 99,156,000
最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・工場製作のみを行う期間においては、配置技術者の変更を認める。



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年７月１１日 業 務 担 当 課 浄水課

業 務 名

平成２３年度　浄水第２０号

片田貯水池耐震診断業務に伴う測量業務委託

業務場所 津市 片田薬王寺町 地内

ダム・貯水池深浅測量　9測線

現地測量　0.0216ｋｍ2

期 間 契約締結の日から 平成２３年１０月３１日 まで

発注業種 測量

業務概要

路線測量　0.16ｋｍ

参加資格
に関する
事 項

登録要件
業種 測量 部門 測量一般

測量法（昭和24年法律第188号）第55条第1項の規定による登録を受けていること　

所在地要件 市内本店

当該部門
における
営業収入
金額要件

市内本店 測量一般に関する営業収入金額を有すること

同種業務
実績要件

技術者要件

主任技術者 測量士（津市発注業務における専任配置）

その他要件

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで

閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで

販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL 059（293）6100

設計図書等に関
する質問

提出期限 平成２３年７月２０日

回 答 日 平成２３年７月２７日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年８月１日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業（株）津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年８月４日 午前１０時３０分

津市水道局　２階　入札室

予定価格 1,824,000

最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 免　除

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注業務とは、水道局又は調達契約課発注業務で担当課執行分を除く。



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年７月１１日 業 務 担 当 課 浄水課

業 務 名

平成２３年度　浄水第１９号

高茶屋浄水場及び三雲浄水場耐震二次診断業務に伴う地質調査業務委託

業務場所 津市 高茶屋小森町ほか３町 地内

　高茶屋浄水系　φ66mm　3箇所　90ｍ 

　三雲浄水系　φ66mm　3箇所　110ｍ 

期 間 契約締結の日から 平成２３年１０月３１日 まで

発注業種 地質調査

業務概要

地質調査業務

参加資格
に関する
事 項

登録要件
業種 地質調査 部門 地質調査

地質調査業者登録規程（昭和52年建設省告示第718号）第２条第１項の規定による登録を受けていること

所在地要件 市内本店又は市内支店等

当該部門
における
営業収入
金額要件

市内本店 営業収入金額を有すること

市内支店等 営業収入金額が５億円以上であること

同種業務
実績要件

技術者要件

主任技術者 同業種の技術者（津市発注業務における専任配置）

その他要件

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで

閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで

販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL 059（293）6100

設計図書等に関
する質問

提出期限 平成２３年７月２０日

回 答 日 平成２３年７月２７日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年８月１日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業（株）津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年８月４日 午前１０時４５分

津市水道局　２階　入札室

予定価格 8,979,000

最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注業務とは、水道局又は調達契約課発注業務で担当課執行分を除く。



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年７月１１日 業 務 担 当 課 浄水課

業 務 名

平成２３年度　浄水第１８号

高茶屋浄水場耐震二次診断業務委託

業務場所 津市 高茶屋小森町及び新家町 地内

　取水施設　1式

　導水管施設　1式

　浄水場施設　1式

期 間 契約締結の日から 平成２４年３月３０日 まで

発注業種 土木関係コンサルタント

業務概要

高茶屋浄水場施設の耐震二次診断業務 　

参加資格
に関する
事 項

登録要件
業種 土木関係コンサルタント 部門 上水道及び工業用水道

建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第２条第１項の規定による登録を受けていること

所在地要件 市内本店又は市内支店等

当該部門
における
営業収入
金額要件

市内本店 営業収入金額を有すること

市内支店等 営業収入金額を有すること

同種業務
実績要件

過去１０年間において官公庁等で発注した業務で、浄水能力７，５００ｍ3／日以上の浄
水場の設計又は耐震診断業務の実績を有する者であること

技術者要件

管理技術者 同業種（同部門）に係る技術士（津市発注業務における専任配置）

照査技術者 同業種（同部門）に係る技術士、技術管理者又はＲＣＣＭのいずれかの者

その他要件

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで

閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで

販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL 059（293）6100

設計図書等に関
する質問

提出期限 平成２３年７月２０日

回 答 日 平成２３年７月２７日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年８月１日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業（株）津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年８月４日 午前１１時００分

津市水道局　２階　入札室

予定価格 33,236,000

最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注業務とは、水道局又は調達契約課発注業務で担当課執行分を除く。



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年７月１１日 業 務 担 当 課 浄水課

業 務 名

平成２３年度　浄水第１７号

三雲浄水場耐震二次診断業務委託

業務場所 津市 松阪市甚目町及び舞出町 地内

　取水施設　1式

　導水管施設　1式

　浄水場施設　1式

期 間 契約締結の日から 平成２４年３月３０日 まで

発注業種 土木関係コンサルタント

業務概要

三雲浄水場施設の耐震二次診断業務

参加資格
に関する
事 項

登録要件
業種 土木関係コンサルタント 部門 上水道及び工業用水道

建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第２条第１項の規定による登録を受けていること

所在地要件 市内本店又は市内支店等

当該部門
における
営業収入
金額要件

市内本店 営業収入金額を有すること

市内支店等 営業収入金額を有すること

同種業務
実績要件

過去１０年間において官公庁等で発注した業務で、浄水能力１２，０００ｍ3／日以上の
浄水場の設計又は耐震診断業務の実績を有する者であること

技術者要件

管理技術者 同業種（同部門）に係る技術士（津市発注業務における専任配置）

照査技術者 同業種（同部門）に係る技術士、技術管理者又はＲＣＣＭのいずれかの者

その他要件

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで

閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年８月１日 まで

販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL 059（293）6100

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年７月２０日

回 答 日 平成２３年７月２７日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年８月１日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業（株）津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年８月４日 午前１１時１５分

津市水道局　２階　入札室

予定価格 54,795,000
最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注業務とは、水道局又は調達契約課発注業務で担当課執行分を除く。





津市水道局公告第８号 

次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６第１項及び津

市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の

規定により公告します。 

平成２３年７月１１日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

１ 入札に付する事項 

 工事名  平成２３年度浄水第１４号 

        高茶屋浄水場紫外線及び除鉄処理施設築造工事（機械設備） 

 工事場所 津市高茶屋小森町地内 

 工事概要 機器の製作・据付 

         紫外線処理設備   １式 

         薬品注入設備    １式 

        機器の試運転・調整 １式 

 工期   契約締結日から平成２４年３月５日まで 

 予定価格 ２２２，３６７，０００円（税抜き） 

２ 入札参加者に必要な資格 

本件工事の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも

該当する者とする。 

 施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 津市建設工事等条件付一般競争入札実施要領（平成１８年１月１日施行。

以下「要領」という。）第４条第１項に掲げる要件を備えていること。 

 要領第４条第２項各号の一に該当しないこと。 

 愛知県、岐阜県又は三重県内に本店又は支店若しくは営業所等（建設工

事の請負契約を締結する権限を有する者が常駐している事務所をいう。）

を有すること。 

 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する特定建設業の

許可（機械器具設置工事業）を受けていること。 

 津市競争入札参加資格者名簿において機械器具設置工事を希望業種とし

て登載されていること。 



 年平均完成工事高（審査基準日平成２１年１０月１日から平成２２年９

月３０日まで）を有すること。 

 本件工事に機械器具設置工事の監理技術者を専任で配置できること（入

札参加申請時において他の工事等との重複をしていないこと。）。 

 過去１０年間（平成１３年度以降）において官公庁等が発注した工事で、

元請として上水道施設又は下水処理場施設における紫外線処理設備の製作

又は据付の実績を有すること。 

３ 入札参加申込書等の配付 

 配付期間 平成２３年７月１１日（月）から２２日（金）まで 

 配付場所 津市水道局水道総務課契約財産担当（０５９－２３７－５８

０３）又は津市ホームページ「入札情報（水道局）」からダウ

ンロード 

４ 入札参加資格の確認等 

 本件工事の条件付一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込書

等を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

ア 提出期間 平成２３年７月１１日（月）から２２日（金）まで 

イ 提出場所 津市水道局水道総務課契約財産担当（０５９－２３７－５

８０３） 

ウ 提出方法 持参によるものとし、郵送によるものは受け付けない。 

 提出書類 

ア 津市条件付一般競争入札参加申込書 

イ 機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可証の写し 

ウ 審査基準日が平成２１年１０月１日から平成２２年９月３０日までの

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

エ 配置予定監理技術者（３か月雇用関係が継続していること。）に係る

監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し 

オ 上記２ に規定する施工実績を証する書類（工種、工期、請負金額、

工事内容等） 

カ 施工計画書 

 入札参加資格の審査結果については、文書により通知する。 

５ 設計図書等の閲覧等 

 閲覧 

ア 閲覧期間 平成２３年７月１１日（月）から８月１５日（月）まで 



イ 閲覧場所 津市水道局水道総務課契約財産担当 

 購入 

ア 購入期間 上記 アに同じ 

イ 購入場所 津市一志町井関９６番地１ 

         創作工房ネオ（０５９－２９３－６１００） 

６ 工事の質疑等 

 施工計画に関する質疑等 

  ア 質問受付 平成２３年７月１５日正午までに指定の質問書により津市

水道局浄水課に提出すること。 

  イ 回答方法 平成２３年７月２０日午後１時から午後４時までの間に津

市水道局浄水課にて配布する。 

 見積に関する質疑等 

  ア 質問受付 平成２３年８月３日正午までに指定の質問書により津市水

道局浄水課に提出すること。 

  イ 回答方法 平成２３年８月１０日午後１時から午後４時までの間に津

市水道局浄水課にて配布する。 

 入札参加者は、入札後において、設計図書等（設計図書、図面、仕様書、

関係書類及び現場等）についての不明を理由として異議を申し立てること

ができないため、質問がある場合は、必ず上記のとおり期限までに質問書

を提出すること。 

７ 入札方法 

入札方法は、郵便による入札とし、入札書及び積算内訳書（指定様式に限

る。）並びに設計図書購入の領収書の写し等を指定された封筒に封入の上、

一般書留又は簡易書留のいずれかの方法で郵送するものとし、持参は認めな

い。 

 入札書の郵送期間 

適格通知書受領の日から平成２３年８月１５日（月）まで 

 入札書の郵送提出先 

〒５１４－８７９９ 

郵便事業（株）津支店留 津市水道局 水道総務課宛 

８ 開札の日時及び場所 

 日時 平成２３年８月１８日（木）午後２時００分から 

 場所 津市水道局庁舎２階入札室 



９ 入札保証金 

入札の際に入札価格の１００分の３以上の入札保証金を納付しなければな

らない。ただし、規則第１５条第１項各号のいずれかに該当するときは、免

除する。 

10 契約保証金 

契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しな

ければならない。ただし、規則第２７条第１項に規定する有価証券等又は金

融機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供すること

により、契約保証金の納付に代えることができる。 

また、規則第２８条第１項第１号に規定する履行保証保険契約に係る保険

証券又は同項第２号に規定する工事履行保証契約に係る保証証券を提出する

ことにより、契約保証金の納付を免除することができる。 

11 開札の立会い 

開札に当たり、資格を有すると認められた者の中から立会人３者を選定し、

該当者に連絡する。 

12 入札の無効 

要領第１５条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

13 最低制限価格 

規則第１２条の規定に基づき、最低制限価格を設ける。 

14 その他の注意事項 

 入札書は、指定した封筒に入れ、封印し、開札日時、工事件名、入札者

の住所（所在地）、商号（名称）及び代表者氏名を記入、押印すること。 

 前金払 有 

 部分払 無 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 

 この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とする。 

 談合情報、天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができな

いときは、入札を延期又は中止することがある。 



津市選挙管理委員会告示第１１３号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により、次の者を

選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により告示する。

  平成２３年７月１４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 抹消者数

             男        女        計

             ６ 人      ０ 人      ６ 人

２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管

３ 抹消した年月日    平成２３年７月１４日



津市選挙管理委員会告示第１１４号

 平成２３年４月２４日執行の津市議会議員補欠選挙における各候補者の選挙

運動に関する収支報告書の提出があったので公職選挙法（昭和２５年法律第１

００号）第１９２条第１項の規定により、その要旨を別紙のとおり公表する。

  平成２３年７月１４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次



公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類  平成２３年４月２４日執行 津市議会議員補欠選挙

 ２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

（法定選挙運動費用額）

５，４０４，８００円

 ３ 報告書の要旨  別紙のとおり



主たる寄付 円

円

その他の寄付

その他の収入

今　　回　　計 今　　回　　計

前　　回　　計 前　　回　　計

総　　　　　計 総　　　　　計

ポスターの作成

金　　　　額

（寄付額）

4月24日から
第2回分　期 間

無所属

0（氏名・団体名） （職　業）

収　　　　入 支　　　　出

　人件費

出 納 責 任 者 氏 名 　　長谷川　正
5月11日まで

候 補 者 氏 名 長谷川　正 所属党派

　家屋費 0

　　　　集合会場費

　　　　選挙事務所費

　通信費

0

0

　交通費

　印刷費

0

0

　広告費

　文具費

0

0

　食糧費

　休泊費

1,593

0

　雑　 費

件

1,593

1,593 1,593

753,520 1,312,719

1,314,312

報 告 書 受 理 年 月 日 　　　平成　２３　年　５　月　17　日 第 2回  報  告  分

755,113

559,199 円
支 出 の う ち 公 費 負 担 相 当 額

項　　　　目



主たる寄付 円

円

その他の寄付

その他の収入

今　　回　　計 今　　回　　計

前　　回　　計 前　　回　　計

総　　　　　計 総　　　　　計

ポスターの作成

金　　　　額

（寄付額）

4月18日から
第3回分　期 間

無所属

0（氏名・団体名） （職　業）

収　　　　入 支　　　　出

　人件費

出 納 責 任 者 氏 名 　　長谷川　正
6月10日まで

候 補 者 氏 名 長谷川　正 所属党派

　家屋費 0

　　　　集合会場費

　　　　選挙事務所費

　通信費

0

0

　交通費

　印刷費

400,000

0

　広告費

　文具費

0

0

　食糧費

　休泊費

3,860

0

　雑　 費

件

403,860

403,860 403,860

755,113 1,314,312

1,718,172

報 告 書 受 理 年 月 日 　　　平成　２３　年　6　月　10　日 第 3回  報  告  分

1,158,973

559,199 円
支 出 の う ち 公 費 負 担 相 当 額

項　　　　目



津市選挙管理委員会告示第１１５号

 平成２３年３月２２日執行の榊原財産区議会議員選挙における各候補者の選

挙運動に関する収支報告書の提出があったので公職選挙法（昭和２５年法律第

１００号）第１９２条第１項の規定により、その要旨を別紙のとおり公表する。

  平成２３年７月１４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次



１　選挙の種類 平成２３年３月２２日執行　　榊原財産区議会議員選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

３　報告書の要旨

主たる寄付 円

円

その他の寄付

その他の収入

今　　回　　計 今　　回　　計

前　　回　　計 前　　回　　計

総　　　　　計 総　　　　　計

第１回分　期 間

無所属

（氏名・団体名） （職　業）

収　　　　入 支　　　　出

　人件費（寄付額）

出 納 責 任 者 氏 名 伊藤　弘
３月２２日まで

候 補 者 氏 名 伊藤　弘 所属党派
３月１７日から

　家屋費 0

　　　　集合会場費

　　　　選挙事務所費

　通信費

　交通費

　印刷費

　広告費

　文具費

　食糧費

　休泊費

　雑　 費

件

0 0

0

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

　　１，０６０，４００円　　

平成23年3月28日 第　１　回　報  告  分報 告 書 受 理 年 月 日

0



津市選挙管理委員会告示第１１６号

 平成２３年５月１１日執行の波瀬財産区議会議員選挙における各候補者の選

挙運動に関する収支報告書の提出があったので公職選挙法（昭和２５年法律第

１００号）第１９２条第１項の規定により、その要旨を別紙のとおり公表する。

  平成２３年７月１４日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次



１　選挙の種類 平成２３年５月１１日執行　　波瀬財産区議会議員選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

３　報告書の要旨

主たる寄付 円

円

その他の寄付

その他の収入

今　　回　　計 今　　回　　計

前　　回　　計 前　　回　　計

総　　　　　計 総　　　　　計

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

　　１，０６１，０００円　　

平成23年5月23日 第　１　回　報  告  分報 告 書 受 理 年 月 日

0 0

0 0

件

　雑　 費

　休泊費

　食糧費

　文具費

　広告費

　印刷費

　交通費

　通信費

　　　　集合会場費

　　　　選挙事務所費

0　家屋費

出 納 責 任 者 氏 名 出丸　環
５月１１日まで

候 補 者 氏 名 出丸　環 所属党派
５月６日から

（氏名・団体名） （職　業）

収　　　　入 支　　　　出

　人件費（寄付額）

第１回分　期 間

無所属


